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月 日 発言順序 議席番号 氏 名

6月18日(木) 1 12 齋 藤 　強

2 15 柄　目 孝 治

3 6 瀧　口 聖 人

4 7 戸　村 眞喜夫

5 3 八　島 定 雄

6 4 日　下 七 郎

7 5 湯　村 勇

6月19日(金) 8 13 菊　地 利 衛

9 2 齋　藤 克　敏

10 11 星 隆　悦

11 14 渡　邊 　　誠

12 9 武　藤 広　一

13 10 菅　野 マ　ホ

質    問    通    告    者
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【 １２番  齋 藤   強  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

１ 

 

１．道路整備事業について 

  今の時代は一人一台の車社会となり、車が走行する道路は生活に

おいても大変重要なインフラであることは言うまでもありません。

車を所有する方が増えるのに比例して、通行量だけでなく交通事故

も多くなることから、今年９月からは中央線の無い生活道路におけ

る自動車の法定速度が時速 60km から時速 30km になるなど、交通事

故防止のための道路交通法も都度改正されています。交通事故防止

のための道路交通法の遵守は当然ですが、車や歩行者が走行する道

路が安全に整備されていなければ交通事故防止の議論も始まりませ

ん。そこで本市における道路の整備状況について次の質問をします。 

(1) 道路の長年の使用であったり、災害や通行荷重などによって、道

路のひび割れやわだち、時には穴が空いているなど安全性が低下

している箇所が市内でも散見されます。定期的に路面性状調査を

実施しているものと思いますが、総合的に判断した直近の調査結

果について問います。 

 

(2) 路面性状調査の結果に基づく総合的な整備計画を問います。 

 

 (3) 道路整備には多額の費用が発生するものと思いますが、国や県

からの補助金の活用状況を問います。 

 

 (4) 道路が未舗装であったり、緊急車両が入れないような道路は調

査しているのか問います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

市 長 

 

 

市 長 
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【 １２番  齋 藤   強  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

１ 

  

(5) 歩行者が通る路側帯や横断歩道など、白線が薄くなっていたり

場所によってはほとんど消えているところもありますが、道路標

示についての調査や整備状況を問います。 

 

(6) 生活道路の雨水対策について、雨水がたまる道路のへこみや側

溝などの整備状況を問います。 

 

(7) 道路脇の街路樹管理や雑草除草の取り組み状況を問います。 

 

(8) 積雪した際の除雪基準を問います。 

 

２．水害対策について 

  今月も台風第６号が猛威を振るい、西日本では家屋や道路の冠水、

土砂崩れや停電などの被害が発生しました。被災した方々に対して

心からお見舞いを申し上げます。本市でも令和元年東日本台風（台風

第 19 号）で未曽有の被害が発生しましたが、８年の歳月が経過した

現在も角田市防災・減災構想を基本に対策事業が必死に進められて

いるものと思います。地球温暖化による異常気象によって、現在も巨

大な台風や線状降水帯が発生する危険性が継続していることから改

めて水害対策について次の質問をします。 

(1) 角田市防災・減災構想が第２回変更として令和８年１月から進

められています。しかしながら、第１回変更と比較すると新規で

の対策はわずかであり、変更となる理由の多くは事業完了が延び

るものがほとんどと読み取れますが、その理由を問います。 

 

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

市 長 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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【 １２番  齋 藤   強  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

１ 

 

(2) 今年５月 29 日より新たに防災気象情報が変更となりました。角

田市として運用や基準など変更点はどのようになるのか問いま

す。 

 

(3) 令和６年３月に小田川と尾袋川が特定都市河川に指定されまし

たが、現在の進捗状況を問います。 

 

 

市 長 

 

 

 

市 長 
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【 １５番  柄 目 孝 治  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

２ 

 

１．小児科専門医師募集に関するこれまでの進捗状況ならびに今後の

見通しについて 

  冒頭まず昨年 12 月の角田市議会第 434 回定例会における私からの

発言で「座して待ってても何も起こらない・・・」などと申し上げま

したが、いささか暴言というか礼を欠いた発言だったこと深く反省し

深謝させていただきます。 

  気を改め再度の質問をさせていただくのですが、本定例会冒頭の６

月５日に市長から行政報告をいただきましたし、その直前の５月 24

日本事案に関する新聞報道もありました。 

  順序が逆のような気がいたしますが、それに関してはひとまず置い

て、報道関係諸氏も本事案に関し懸命になって状況打開に向け支援を

いただいているものと理解をさせていただき、報告と報道内容に基づ

き絡め合わせた上でお訊ねして参りたいと思います。 

(1) 行政報告では、周知方法などの見直しを行い、５月 15 日から募

集を再開し７月 31 日を募集期限としたとされましたが、何を、ど

う見直すのか、約２カ月半という再募集期間とされた理由という

か背景について、市長のご所見を問います。 

 

 (2) さらに報道では「書類審査や検討委員会の開催を経て、早ければ

来年２月にも決定する」とされておりますが、このような今後の見

通し方向性に関し、どのようなご見解をお持ちか問います。 

 

(3) 応募要件に関してですが、前回同様 10 年以上診療を続ける見込

みがあること、補助金交付決定から２年以内に開業など４点とさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

市 長 
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【 １５番  柄 目 孝 治  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

２ 

 

れているが、後の２点とはどのようなことか改めて説明を求めま

す。 

 

(4) 以上のような手順というか要件を満たし、その上で市としては、

土地取得費など開設経費の半額を上限１億円で補助、定員は一人

または一法人とされており、なお市長コメントとして「安心して

医療に専念でき、またこの角田市での生活を心から楽しんでいた

だけるよう、行政としてバックアップする」と市のホームページ

に掲載され熱意を示されていたようですが、察するところ本日時

点でも応募の兆しは無い状況に鑑み市長のご所見を問います。 

 

 

 

 

市 長 
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【  ６番  瀧 口 聖 人  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

３ 

 

１．中山間地域の生活用水の対策について 

角田市議会第 426 回定例会でも、同様の一般質問をさせていただ

きました。また、角田市議会第 428 回定例会でも、同僚議員が「中

山間地域で発生している未曽有の井戸水枯渇問題について」関連の、

一般質問をしております。主題の件につきまして、再度一般質問を

させていただきます。 

公共の水道施設が布設されておらず、井戸水や湧水などを生活用

水としている中山間地域を中心に、最近の異常気象や地震などの影

響を受けて渇水状況となり、毎日の生活に支障をきたしている状況

にあります。 

このことから、西根地区振興協議会では、「生活用水に関するアン

ケート調査」を実施しております。アンケート調査の結果は、回収

数は８行政区、137 戸で回収率 76％、うち井戸水・湧水・さわ水を

使用している戸数は重複回答で 147 戸、水量については、ほとんど

不足しているのが 16 戸、出ないが６戸、節約しているのが 72 戸で

あり、その対策としては、新たに井戸を掘ったり、ポリタンク等で

補充している戸数が 39 戸、取水場所を変えたが 10 戸、我慢してい

るが 34 戸の回答でした。今後の対策では、このまま様子を見るとい

うのが 87 戸と多いものの、新たに掘る・ボーリングするが 18 戸、

転居を考えているが 10戸もありました。 

この内容につきましては、去る５月 29日西根地区振興協議会より

「西根地区の生活用水対策についての要望書」が、黑須市長に提出

されております。 

また、アンケートとは別に、村おこしを目的として営業している 
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【  ６番  瀧 口 聖 人  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

３ 

 

飲食店も、井戸水渇水で、ここ数カ月休業しており、営業の再開に

目途がつきません。 

このような状況から、毎日の生活に甚大な影響を及ぼし、地域住

民は不安を覚えております。 

そこで、西根地区振興協議会の要望事項と重複しますが、次の質

問をします。 

 (1) 「飲料水安定確保対策事業補助金」の交付上限額ですが、本市

では、６月１日より、水道未普及地域で、飲料水を確保するため

の設備を新たに設置または交換する方を対象に、工事費用の２分

の１を補助（最大 150 万円）と引き上げましたが、さらなる補助

拡大を望みますが、市長の見解を問います。 

 

 (2) 中山間地域の行政区公民館では、すでに井戸掘削を実施してい

る公民館もありますが、避難所に指定されている行政区公民館敷

地内に災害対策としての水道管布設を望みますが、市長の見解を

問います。 

 

 (3) 宮城県大崎市では、「給水管布設工事資金融資あっせん制度」を

展開しております。制度概要は、大崎市ホームページによると「水

道事業の給水区域内で、給水管布設工事（給水管の新設、または

布設替工事）を行う人に、資金の融資あっせんと当該資金に係る

利子を補給する制度です。融資の対象となる経費は、住宅への給

水管布設工事に要する経費のうち、配水管から給水メーターまで

の工事に要する経費です。融資を受けられるのは、市内に本店、 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 
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【  ６番  瀧 口 聖 人  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

３ 

   

  または支店がある金融機関で、限度額は 50万円とし、60 月以内の

元金均等償還となります。」とのことです。中山間地域の住民は、

水道管布設を考慮していますが、高額な工事費・経済難のため、本

市でも同様の制度を新設すべきだと思います。市長の見解を問いま

す。 

 

(4) 白石市など他市町との分水協定締結についてです。角田市議会第

426 回定例会での市長の答弁は、「白石市に対して分水や料金につ

いての協議が必要となりますが、当該配水池の供給状況を確認いた

しましたところ、現状ではまだ供給余力があるという回答でありま

した。一方で、新たに配水池等の設置が必要となることが予想され

ることなど、整備費用がかさむことから、企業経営という観点から

すると、かなりまとまった住民の方からの水道水の供給の申込みが

あることが前提となると予想されます。なお、白石市から同様に分

水した丸森町では、地区住民で組合をつくり、水道引込み工事費の

積立てを事前に行って負担を軽減するという取組を行っていたと

伺っております。当該高倉地区においても、住宅までの宅内道路、

要するに錠口が長いお宅もありまして、水道引込みにはかなりの自

己負担がかかることが想定されますので、そのことも課題となるか

なと考えております。」とのことでした。その後、進展がありませ

んが、今後、地域住民(該当地区)の意見調査・実態調査および説明

会を実施していただきまして、分水協定締結を検討していただきた

いと思いますが、市長の見解を問います。 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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【  ７番  戸 村 眞喜夫  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

４ 

 

１．エネルギー・資材価格高騰等による市内事業者への影響と支援に

ついて 

中東地域をはじめとする国際情勢の緊迫化により、原油価格や原

材料価格の上昇、物流の停滞などが起きています。我が国はエネルギ

ーや原材料の多くを海外に依存していることから、その影響は国民

生活のみならず、地域経済にも及ぶ可能性があります。 

特に地方においては、農業をはじめ、建設業、設備業、塗装業、製

造業、運輸業など幅広い業種で、燃料費や資材価格の高騰、原材料の

調達難などによる経営への影響が懸念されています。こうした状況

が長期化した場合、経営基盤の弱い中小事業者ほど深刻な影響を受

け、事業継続が困難になることも考えられます。 

そこで、市内事業者への影響と今後の支援について、市長に質問し

ます。 

(1) 市では、国際情勢の変化に伴う原油価格や原材料価格の上昇等

が、市内事業者へどのような影響を及ぼしているのかを把握して

いるのか問います。 

 

(2) 把握しているのであれば、農業、製造業、商業、建設業など各分

野において、どのような課題や経営上の影響が生じていると認識

しているのかを問います。 

 

(3) こうした状況に対する国や県の支援策や対策について、市とし

てどのような情報を把握し、また、市内事業者への周知はどのよう

に行っているのかを問います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

 

市 長 
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【  ７番  戸 村 眞喜夫  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

４ 

 

(4) 今後さらに状況が長期化し、市内事業者への影響が拡大した場

合に備え、国や県の施策に加え、市独自の支援策を検討すべきで

はないのか、市長の所見を問います。 

 

 

市 長 
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【  ３番  八 島 定 雄  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

５ 

 

１．会計年度任用職員制度（非正規雇用で従事する公務員の処遇改善

を求めること）について 

本市の窓口業務やさまざまな業務分野では、多くの非正規の職員

が働いており、とりわけ「会計年度任用職員」が多くを占め、処遇改

善などの問題解決が全国的に広がっていると感じます。会計年度任

用職員なしには、現場が回らない状況に加えて、厳しい人手不足問題

もあって、その改善の諸方策を示していくことが急務であると理解

しています。そこで、次の５点について、市長に質問します。 

(1)① 会計年度任用職員制度発足（2020 年度）以降について、年度

別に正職員数、会計年度任用職員数と全数に占める比率を問い

ます。 

② 会計年度任用職員の中で、特に女性の割合の多い職種として、

一般事務職員、保育士等、図書館職員、各種相談員で、それぞれ、

どれくらいの比率を占めているか問います。 

③ 会計年度任用職員の就労年収（2025 年度）について、100 万円

未満、100～150 万円未満、150～200 万円未満、200～250 万円未

満、250～300 万円未満、300～350 万円未満、350 万円以上の方々

の総数と比率を問います。 

 

(2)① 正規の公務員の場合は、地方公務員法や地方自治法でその身

分はしっかりと守られています。それに対して会計年度任用職

員の場合には、一会計年度ごとの任用という解釈が厳格になさ

れています。そのことから、条件付採用期間＝試用期間が毎年設

定されているようなものです。さらに、会計年度任用職員には、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 
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【  ３番  八 島 定 雄  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

５ 

 

一定期間ごと（総務省の「助言」を受け３年公募、その後、助言

規定は廃止。）に「公募」を行う自治体が多く見られるとのこと

ですが、本市の場合、再度の任用の上限回数はどのようになっ

ているか問います。 

② 民間非正規職員なみに、「無期労働契約への転換」を定めた労

働契約法第 18 条、「雇止め法理が法定化」された労働契約法第

19 条を本市でも、会計年度任用職員に導入することが急務と考

えますが、市長の見解を問います。 

 

 (3)① 「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュア

ル」（通称「総務省マニュアル」）文書があります。これは、総務

省が自治体向けに作成した、会計年度任用職員制度の円滑な運

用を支援するための手引書です（2025 年８月以降は「運用に係

る事務処理マニュアル」に名称変更）。地方自治体の非正規公務

員の制度設計は、国の非正規公務員にならうことから、国で改

善の動きがあった時は、見過ごすことなく、地方自治体でも改

善につなげることが必要とのことです。そこで、国の非正規公

務員について、休暇制度が 2025 年４月から改善されました。そ

の一つが病気休暇（私傷病）の有給化です。週５日勤務の場合

には、１年度に 10 日間が取得可能ですが、本市の場合は、どの

ようになっているか問います。 

  ② 正規職員に認められていて、会計年度任用職員には、認めら

れていない事例・事項（例えば、生理休暇、感染症特別休暇の

無給など）が、どんなものがあるか問います。 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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【  ３番  八 島 定 雄  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

５ 

 

  ③ 国の非正規公務員制度の水準を超えて労働条件を改善するこ

とは可能とのことです。本市でも、今後、前向きに検討してい

く考えがあるか問います。 

 

(4) 本市ではなく、ある自治体の会計年度任用職員が「会議で業務

の改善や体制について意見を言ったら、職員の気分を悪くさせた。

その人が私の評価をするので、次の任用更新はないかもしれない

…」と不安を語っていたそうです。身分保障の少ない「会計年度

任用職員」を増やすことは、職務経験や専門性の構築を阻み、自

由にものが言える職場や人間関係を壊し、住民に顔を向けて仕事

をすることを困難にし、地方自治体の本来の役割をも歪めてしま

うものになることが懸念されます。従って、正規職員を極力、増

やしていく方向性が望まれると思いますが、市長の所見を問いま

す。 

 

(5) 地方自治体の本旨は「住民自治」だと言われます。角田市民の

人権と権利の保障が最重要であり、ここで働く公務労働者は、こ

の人権と権利の案内人でなければならないと思います。そのため

には、それに見合った労働条件と身分保障が公務労働者に保障さ

れなくてはなりません。「住民の福祉の向上」を図る大切な仕事で

す。公務労働に正規も非正規もありません。今一度、「全体の奉仕

者」の意味を再度、深く理解し、憲法と地方自治を実現するこの

場所で、「公共を住民の手に取り戻す」動きを進めていくことが必

要だと考えますが、市長の所見を問います。 

 

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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【  ３番  八 島 定 雄  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

５ 

 

２．部活遠征バス等利用への対応策について 

「福島県郡山市の磐越道で５月、私立北越高校（新潟市）の生徒

18 人が死傷した部活動の遠征バス事故を受け、安全確保を模索する

動きが広がっている。47都道府県・20政令都市のうち６割以上が部

活バスの実態を調査。バス利用時のルールを厳格化したり、貸し切

りバスに補助金を出したりしている。文部科学省と国土交通省の連

絡会議は今月末をめどに遠征時の留意点を示す。」と讀賣新聞の記事

（2026 年６月７日（日）３面）がありました。そこで、市長と教育

長に次の４点について、質問します。 

(1) 本市でも、中学校の部活動の遠征・大会時バス利用の実態把握を

したか、していればその実態はどんなものだったのか、教育長に問

います。 

 

(2) 遠征・大会、練習試合時、教員や保護者が運転するレンタカー、

マイカー利用の実態について、教育長に問います。 

 

(3) 「浜松市は『市立中学校部活動運営方針』を先月 27 日に改正し、

『移動中の安全対策』の項目を新設。『貸し切りバスは許可を受け

た業者と適切な契約』『乗車当日のナンバーの色確認』などのルー

ルを明記した。相模原市は、部活動の顧問が遠征前、校長に提出す

る書類の新たな様式を作成。バスに同乗する顧問の氏名を書かせ、

バス会社などとの契約関係書類の添付を求める形式にした。貸し

切りバス費用を補助し、遠征機会の維持と安易なレンタカー利用

の防止を図る自治体も現れている。」（上記、讀賣新聞の記事）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 



- 15 - 

【  ３番  八 島 定 雄  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

５ 

 

  本市でも、何らかの新たな動きをしているのか、教育長に問いま

す。 

 

(4) 「宮城県栗原市もスポーツ少年団などが貸し切りバスで遠征す

る場合、費用を半額（上限５万円）補助する方針で、一般会計補正

予算案に関連事業費 500 万円を計上した。」（上記、讀賣新聞の記

事）。そこで、本市でも同様な事案があれば、補助・支援していく

考えがあるか、市長に問います。 

 

 

 

 

市 長 
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【  ４番  日 下 七 郎  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

６ 

 

１．市長の政治姿勢について 

 (1) 石油由来のナフサ不足の影響に関することに対する市長の政治

姿勢について 

河北新報（2026 年６月５日付け）には、「中東情勢混乱による石

油由来のナフサ不足で、東北の農業の現場に不安が広がってい

る。」とあり、また、見出しに、「肥料や燃料、ビニールハウス・・・

供給難に価格高騰」と報道しており、次の２点について、市長の政

治姿勢を問います。 

  ① 中東情勢の混乱による「肥料や燃料、ビニールハウス・・・供

給難に価格高騰」をどのように受け止めて、国に対応を求めるの

かを問います。 

  ② 角田市内の農業のみならず、各業種へのナフサ不足の影響を

調査し、対応の施策を問います。 

 

(2) 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」の改定案に対す

る市長の政治姿勢について 

いま、国会で、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の改

定案の審議が行われていて、一部改正案とは、民間業者に備蓄米の

保管を義務付けて、政府が責任を負ってきたコメの生産調整規定

を廃止し、「需要に応じた生産に努めること」となっており、コメ

の生産に関する受給責任も、備蓄米の管理も政府が放棄するとは、

ひどい一部改正案でないですか。「主要食糧の需給及び価格の安定

に関する法律」の一部改正案に対しての市長の政治姿勢を問いま

す。 
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【  ４番  日 下 七 郎  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

６ 

 

２．角田市長期総合計画条例に関することについて  

角田市議会第 436 回定例会にて、私の一般質問（令和８年３月 11

日）令和８年度施政方針及び角田市予算案に関する説明要旨中の「角

田市第６次長期総合計画」は、角田市長期総合計画条例第３条（長

期総合計画の策定）の規定に基づき、制定されているが、「【実例・

通知】地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に伴い、市町

村の基本構想に関する規定が削除されたが（旧第２条第４項）改正

法の施行後も、第 96 条第２項の規定に基づき、個々の市町村がその

自主的な判断により引き続き現行の基本構想について議会の議決を

経て策定することは可能である（平 23.5.2）。」とのことです。しか

し、角田市長期総合計画条例（令和元年８月 30 日条例第 14 号）は、

議会に提出の規定となる議決事件（地方自治法第 96 条第２項の規定

に基づく議決事件）ではありません。 

よって、角田市長期総合計画条例は、瑕疵のある条例と判断する

ため、次の質問をします。 

市長（黑須 貫）「議決事件を定める地方自治法第 96 条では、同

条第１項で、『条例を設け又は改廃すること』と規定をされておりま

して、この規定に基づき、角田市長期総合計画条例は、令和元年８

月、第 398回定例会議案第 26 号として提案し、可決をいただいてお

りますので、瑕疵のある条例ではないと認識しております。」との答

弁ですが、地方自治法第 96 条第１項「条例を設け又は改廃するこ

と」との規定は、条例を設けるための上位法の規定があるのが、議

決事件とのことです。 

そもそも、前述したように平成 23 年５月２日、地方分権改革推進 

 

 

市 長 
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【  ４番  日 下 七 郎  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

６ 

 

 計画に基づく義務付けの廃止に伴い市町村の基本構想に関する規定

が削除された（旧第２条第４項）いわゆる上位法が廃止され、角田

市長期総合計画条例は、地方自治法第 96 条第１項「条例を設け又は

改廃すること」の規定の議決事件から対象外とされましたので、市

長答弁、議決事件を定める地方自治法第 96 条第１項「条例を設け又

は改廃すること」の規定に基づき角田市長期総合計画条例は、提案

し、可決をしたので、瑕疵のある条例ではないと認識していること

は、法令遵守とは、思われません。市長答弁を改めることがなけれ

ば、地方自治法第２条第 16 項「地方公共団体は、法令に違反してそ

の事務を処理してはならない。」、同条第 17 項「前項の規定に違反し

て行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とあるが、市

長の答弁の認識は、変更がないのかを問います。 

 

３．一般質問の答弁内容に関する事務の進向について  

 (1) 新桜井川の水門を開き、阿武隈川の水位が下がったときに校前、

枝野の内水排水の右岸校前水門及び左岸笠松水門の管理者が確定

したのかについて 

角田市議会第 411 回定例会会議録 102 ページで市長より「校前

水門につきましては、令和２年３月に宮城県と打合せを行った結

果、あぶくま川水系角田土地改良区の管理と確定をしております。

そしてもう一つ、また、中大坊橋下流左岸にある水門、いわゆる

笠松水門につきましては、施設の管理者及び日常管理者が明確に

なっていない状況でありますが、（中略）、今後宮城県、角田市、

あぶくま川水系角田土地改良区で協議を進め、こちらにつきまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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【  ４番  日 下 七 郎  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

６ 

 

ては早急に管理者を確定させてまいりたいと存じております。」と

の答弁でしたが、協議継続中の笠松水門の管理者が確定したのか

を市長に問います。 

 

(2) 「小・中学校の学校用地に関すること及び小・中学校の所在地」

及び「角田市と丸森町の境界に関すること」について 

角田市議会第 411 回定例会会議録 103・104 ページで市長より

「令和３年２月第 410 回定例会で一般質問がありました『小・中

学校の学校用地に関すること及び小・中学校の所在地について』

並びに『角田市と丸森町の境界に関することについて』、その後の

進捗状況であります。初めに、小・中学校の学校用地関係であり

ます。藤尾小学校用地につきましては、伊具郡藤尾村から角田市

へ変更登記を完了しております。次に、枝野小学校用地につきま

しては、地目変更を行うことから着手しております。金津中学校

用地につきましては、金津小学校への改修と併せて必要な学校用

地を確保した上で、市道敷地等を整理し登記等をしてまいりたい

と考えております。いずれにしましても、藤尾小学校、枝野小学

校、金津中学校につきましては統合が決まっておりますので、統

合後の敷地等の活用の観点からも登記事務を進めてまいります。

横倉小学校用地の通路の件につきましては、今後通学する児童等

の安全を第一に、市道からの通路として舗装工事を行えるように

計画を検討してまいります。続いて、『角田市と丸森町の境界に関

することについて』であります。角田市と丸森町の境界に関しま

しては、丸森町と協議を重ねておりまして、公図、登記簿、航空 
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【  ４番  日 下 七 郎  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

６ 

 

写真等の書類のすり合わせを改めて行っている最中であります。

国土調査の修正については、公図、登記簿を管理している法務局

へ申請が必要となりますので、書類が整い次第、公図の修正の可

否について法務局と相談をしてまいりたいと存じます。」との答弁

ですが、ここで、再度になりますが、「枝野小学校用地の地目・名

義変更をし、登記。」「金津中学校用地の市道敷地などを整理し登

記。」「横倉小学校、市道からの通路としての舗装工事。」「角田市

と丸森町の境界に関することについて。」について、市長に問いま

す。 
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【  ５番  湯 村   勇  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

７ 

 

１．角田市の農業振興施策について 

中山間地域等直接支払交付金について、農林水産省は自民党の農

業構造転換推進委員会に水田政策見直しと合わせて検討課題とされ

た「中山間地域等直接支払交付金」の見直しの方向性案を示しまし

た。 

人口減少や高齢化が進む中でも、営農や共同活動が継続できるよ

う、集落への取り組み推進やサポート強化など行政が関与を強化す

るプッシュ型支援を進めるとあります。協定の対象外となっている

農地でも、地方公共団体が必要と認めれば不利性のある農地も支援

できる制度として活動の維持・継続につなげ、将来にわたって稼ぎ、

暮らしていける中山間地域の実現を後押しするものとなっていま

す。 

そこで、次の質問をします。 

 (1) 条件が悪く対象外となるような不利性のある農地について、ど

のように考えているのか問います。 

 

 (2) 共同活動が困難な場合はどうするのか問います。 

 

 (3) 現状の中山間地域等直接支払交付金では、事務手続きの負担も

課題であり、多面的機能支払交付金と合わせて事務局の一元化に

向けて効率化ができないか問います。 

 

 (4) 2025 年度の米価高騰で農業所得が向上し、2026 年度も各農家、

農業者は期待しています。その反面、燃料や資材の価格高騰、そし 
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【  ５番  湯 村   勇  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

７ 

 

 て、2026年度の米価に対する不安から農業離れが懸念されますが、

今後の農業政策の見直しについて問います。 

 

(5) 2025 年度の農業所得の増額により、農業機材の更新など今後の

所得によっては予想外の結果にならないように思うわけでありま

すが、2026 年度産米に対する農林水産省の発言も行ったり来たり

で不安が絶えないわけでありますが、市長の認識を問います。 

 

２．倒木等の対策について 

地球温暖化は、気温の上昇により、猛暑やゲリラ豪雨などの異常

気象を引き起こし、さらに自然災害によって人的被害、住宅や車両

の損害、道路や鉄道の交通障害など深刻な被害を引き起こす可能性

があります。 

近年、台風や強風だけでなく、樹木が急に倒れ、下敷きになるな

どの人的被害の報道を耳にします。 

さて、本市でも台風や強風の影響だけでなく、急に根元から倒れ

たり、幹の途中から折れることで、人的被害が生じるのではないか

と心配しておりますことから、次の質問をします。 

(1) 個人所有の庭木や山林について、剪定や樹木診断などの対策が

必要ではないかと思いますが、市長の認識を問います。 

 

(2) 学校の桜の木や市道の樹木について、専門家に調査を依頼した

り、危ない場所の把握はしているのか、市長に問います。 
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【 １３番  菊 地 利 衛  】 

発言 

順序 
質 問 事 項 及 び 要 旨 答弁者 答   弁   要   旨 

 

８ 

 

１．郷土に関する資料展示の拡充について 

 市民の方から、「角田には何もない」と言う言葉をよく聞きます。

この言葉の背景には、他の自治体と比べて「大型の商業施設や遊興施

設などがない」と感じていることが考えられますが、さらに「誇れる

ものや自慢できることが見当たらない」と感じているとも推察され

ます。 

行政側から見れば、「商業施設や遊興施設」については簡単に対応

できることではありませんが、「誇れるものや自慢できること」につ

いては、他自治体と比較しても決して引けを取らない、歴史や文化、

市出身で広く活躍した人、産業、自然、公共交通のあゆみなど（以下、 

「成り立ち」という。）が少なからず存在しているにもかかわらず、

広く認識してもらっていない現実があると思います。このことは、行

政として重く受け止めなければなりません。 

角田市の成り立ちを市民および来訪者などに知ってもらうこと

は、少なからず市民の角田市への愛着が深まり、自信や誇りにつなが

るとともに、来訪者の角田市への認知度が高まることにつながりま

す。特に、小・中学生、高校生など若い世代に知ってもらうことは、

自分自身への刺激になるばかりでなく、角田市に対する認識の変化、

思いの深化、ひいては角田市の活性化につながることが期待できま

す。 

そこで、角田市の成り立ちの情報発信の在り方について教育長、市

長に質問をさせていただきます。 

(1) 角田市の成り立ちの情報発信の現状について 

  ① 角田市の成り立ちについて情報発信し、知ってもらうことは、 
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８ 

 

   角田市の活性化に寄与するとの認識に立っているのか問いま

す。 

② 角田市の古代から現代に至る歴史を知ることは、ほとんどの

市民にとって関心度が高く、大変興味深く感じてもらえると思

います。来訪者であっても例外ではないと思いますが、市内外

の人に知ってもらうために行っていることを具体的に問いま

す。 

③ 角田市には、国指定、県指定、角田市指定の文化財が数多く

ありますが、あまり知られていないと感じています。これらを

市内外の人に知ってもらうために行っていることを具体的に問

います。 

④ 「角田市が輩出した人」あるいは「角田市とゆかりがある人」

で、国内外で活躍したいわゆる「偉人」と呼ばれるような人も

広く知られているとは言えません。これらの人々を、市内外の

人に知ってもらうために行っていることを具体的に問います。 

⑤ 角田市の農業、商業、工業など産業の歴史および現在の特徴

なども、きちんと整理した情報は知られてないと思います。こ

れらのことを、市内外の人に知ってもらうために行っているこ

とを具体的に問います。 

⑥ 阿武隈川の歴史や斗蔵の森、阿武隈山系など角田市の代表的

な自然景観、特徴などを市内外の人に知ってもらうことも重要

です。どんな取り組みをしているか具体的に問います。 

⑦ 角田馬車鉄道や丸森線、阿武隈急行線などの公共交通のあゆ

みなどもあまり知られてないと思います。これらのことを市内 
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８ 

 

外の人に、特に若い世代に知ってもらうことは重要だと思いま

すが、どんな取り組みをしてきたか具体的に問います。 

 

(2) 角田市郷土資料館など既存施設の利用状況について、角田市の

成り立ちの情報を展示・発信する施設の利用状況について、次のと

おり質問します。 

 ① 角田市郷土資料館の 2010 年度、2015 年度、2020 年度、2025

年度の入館者数を角田市内在住および角田市外在住別に問いま

す。 

 ② 角田市郷土資料館の 2010 年度、2015 年度、2020 年度、2025

年度の入館者数を企画展および通常営業別に問います。 

 ③ 江尻排水ポンプ展示館の年間入館者数の直近５年間の推移を

問います。 

  

(3) 郷土に関する資料展示の拡充について、角田市の成り立ちを知

ってもらい、楽しく学んでもらうために、中心的な役割を果たすの

が角田市郷土資料館だと考えます。角田市第６次長期総合計画に

記載しているように「文化遺産の価値や魅力を身近に体感できる

中心的施設に位置付け、学習や情報発信の場としての活用を推進

する」、また「歴史や文化等に関する市民の関心を高める」ことが、

まさに郷土資料館の基本理念だからです。そのような観点から、郷

土に関する資料展示の今後の在り方について、次のとおり質問さ

せていただきます。 

 ① 角田市の成り立ちを知ってもらうことは、市民にとって角田 
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８ 

 

   市に対する認識の変化につながるばかりでなく、「誇れるもの、

自慢できること」の発見も期待できます。そんな意味で、同一場

所で角田市のさまざまな情報が得られる、学べる、体験できるよ

うな施設が不可欠です。そのために、角田市郷土資料館の展示内

容および展示スペースの拡充が必要だと考えますが見解を問い

ます。 

  ② 古代あるいは昭和の暮らしなどの体験コーナーや映像の活

用、ジオラマ展示など、五感に訴える手法を取り入れることに加

え、キャラクターロボットによる案内など、関心を高めてもらえ

る空間の創出によって、「分かりやすい展示」「楽しく学べる施

設」「誇らしく、自慢できる施設」にすべきと考えますが、見解

を問います。 

 

２．ＡＩ活用と行政サービスの強化について 

ＡＩの進化は、雇用を奪うなどの弊害が話題になっている一方で、

業務の効率化や住民サービスの高度化、政策立案にいたるまでの幅

広い分野において目を見張る効果も報告されており、企業において

は収益力アップに不可欠なものになりつつあります。国はもちろん

地方自治体においても、年々導入する割合が増えているとの報告も

あります。 

角田市としてもすでに活用していると思いますが、急激に進む少

子高齢化、生産年齢人口減少などを背景として、働き手不足も表面化

している昨今、市民サービスの強化や職員の労働軽減のために、さら

に積極的にＡＩを活用すべきだとの考えのもと次のとおり質問させ 
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８ 

  

ていただきます。 

(1) これまでの数年間で、ＡＩ活用によってどのような成果があっ

たのか具体的に問います。 

 

(2) これからの数年間で、ＡＩ活用によってどのような効果を求め

ていくのか具体的に問います。 

 

(3) 第７次角田市定員適正化計画は、ＡＩの活用を前提としている

のか問います。 

 

(4) 現在の行政組織機構は、ＡＩの活用を前提としているのか問い

ます。 
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９ 

 

１．子ども中心の視点に立った新中学校整備を 

  角田市議会第 436 回定例会において、新中学校整備に関する一般

質問を行いました。 

その後の説明やヒアリングを通じ、現時点では検討途上の事項も

多いという認識を持っております。一方で、今回の整備は今後長期に

わたり本市の教育の在り方を規定するものであり、現段階で方向性

を確認しておくことが極めて重要であると考え、改めて質問させて

いただきます。本市において進められている学校の統廃合に伴う新

中学校整備は、単なる老朽化対策や施設更新にとどまるものではな

く、これからの本市の教育の方向性を決定づける極めて重要な政策

課題です。学校は学力を身につける場であるだけでなく、子どもたち

が社会性を育み、人との関わりの中で成長し、自らの将来を切り拓く

力を養う場です。さらに言えば、学校は地域コミュニティの中核であ

り、地域住民の交流や防災拠点としての役割も担う重要な社会資本

です。新中学校整備は、教育政策であると同時に、まちづくりにも直

結する取り組みです。 

現在の子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、学校の

在り方そのものが問われています。特に顕著なのが不登校の増加で

す。文部科学省の調査によれば、令和６年度における全国の小中学校

の不登校児童生徒数は約 35 万４千人に達し、過去最多を更新し続け

ており、12 年連続で増加している状況とのことです。 また、中学校

においては約 15 人に１人が不登校という状況にあり、もはや一部の

子どもに限った問題ではなく、学校教育全体の構造的課題となって

います。 
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９ 

 

宮城県は全国の中でも不登校比率が非常に高い水準にあり、県教

育委員会のホームページに掲載されている「令和６年度の生徒指導

に関する調査結果について」によると、小学校における不登校比率は

2.79％、中学校における比率は 8.28％です。これは全国平均である

小学校における比率 2.30％、中学校における比率 6.79％を大きく上

回っています。本市の状況はより深刻であり、令和７年度の小学校に

おける不登校比率は 5.09％、中学校における不登校比率は 9.98％と

伺っています。多くの不登校の子どもたちが十分な支援を受けられ

ていない現状も指摘されており、この課題に真正面から向き合う必

要があります。 

こうした現実は、従来型の画一的な学校の仕組みが、多様化する子

ども一人ひとりの状況に対応しきれていないということを示してい

ます。黒板と机を前提とした一斉授業、同一の時間割、同一の評価基

準といった従来の枠組みは、ある一定の子どもには有効であったと

しても、すべての子どもに適したものではありません。現実には、教

室という空間になじめない子ども、集団活動に強い不安を抱える子

ども、自分のペースで学びたい子どもなど、多様な存在があり、その

多様性は年々顕在化しています。 

文部科学省も「不登校はどの子にも起こり得るもの」と明確に位置

付けており、単なる問題行動としてではなく、多様な学びの保障の観

点から対応することが求められています。つまり、これからの学校は

「適応できない子どもを支援する場」から、「すべての子どもが学べ

るように設計された場」へと転換する必要があるということです。 

こうした状況の中で行われる今回の新中学校整備は、まさにその 
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９ 

 

転換を具体化する絶好の機会です。統廃合による環境変化は、子ども

たちにとって大きな影響を与えるものであり、不安や不適応を生む

リスクも内在しています。しかし同時に、それを乗り越え、これまで

の課題を解決する新たな学校づくりに踏み出す機会でもあります。 

したがって、新中学校整備においては、単に「新しい校舎をつくる」

のではなく、「どのような子どもも受け入れ、主体的に学ぶことがで

きる環境をどうつくるか」という視点を明確に持つことが不可欠で

す。そしてそれは、子どもたちにとって通いたくなる学校であると同

時に、地域とともに子どもを育てる拠点として、地域に開かれた学校

であることも求められます。 

本市にとって今回の整備は、未来を担う子どもたちの可能性を広

げるとともに、地域の持続可能性にも関わる重要な取り組みです。従

来型の延長にとどまるのか、それとも新しい時代の学びを先取りす

る学校に転換するのか、その選択が今まさに問われています。そこで

教育長と、市長に次の質問をします。 

(1) 現在、不登校の児童生徒は全国的に増加の一途をたどっており、

また教室という空間や一斉授業に適応できない子どもたちも確実

に増えております。こうした状況は、子ども側の問題として片付け

るべきものではなく、従来型の学校の仕組みそのものが、多様化す

る子どもたちに十分対応できていない構造的な課題であると考え

ます。この現状をどのように認識しているのか教育長に問います。 

 

(2) 学校の統廃合は、子どもたちにとって環境の大きな変化を伴う

ものであり、人間関係や学習環境の変化によって、不登校や学校不 
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９ 

 

適応がさらに生じるリスクも指摘されています。その意味におい

て、新中学校整備は単なる集約ではなく、こうしたリスクに対応し

得る新しい学校づくりでなければならないと考えますが、教育長

の見解を問います。 

 

 (3) これまでの学校整備は、管理のしやすさや効率性といった、い

わば大人の都合が優先されてきた側面が否定できません。しかし

これからは、すべての子どもが学べる環境を保障するという観点

から、子ども中心の学校づくりへと転換すべきです。従来の教室

と廊下を前提とした画一的な校舎ではなく、多様な学び方に対応

できる空間設計が不可欠です。例えば、教室に入りづらい子ども

が安心して過ごせるスペース、少人数で学べる場所、用途に応じ

て柔軟に変更できる可変型の空間など、「居場所の多様性」を前提

とした設計が求められます。新中学校の基本設計において、こう

した多様な学びや不登校対応を前提とした空間構成を具体的に反

映させる考えはあるのか教育長に問います。 

 

 (4) どれだけ施設を整備しても、運用が従来型のままであれば、子

どもの状況は変わりません。校内において、不登校や不適応の子

どもに対応する教育支援機能を制度として位置付け、専門的な支

援員やスクールカウンセラーの配置、さらには別室やオンライン

を含めた柔軟な出席認定など、学びの在り方そのものを見直す必

要があります。新中学校において、こうした多様な学びを支える

体制を制度的に整備する考えがあるのか教育長に問います。 
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９ 

 

(5) 新中学校整備を行っていく上で、真に子どものための学校をつ

くるのであれば、その計画過程においても子どもの視点が反映さ

れなければなりません。子どもや保護者、さらには不登校を経験

した当事者の声を取り入れるとともに、整備後もその効果を検証

し、改善していく仕組みをつくる必要があると考えますが、新中

学校整備にあたって、こうした仕組みを設ける考えがあるのか教

育長に問います。 

 

(6) 新中学校整備は教育の在り方を大きく左右する事業であり、専

門的知見を取り入れることは極めて重要であると考えます。一方

で、現場との乖離を防ぐ観点から、教職員や子どもの声と一体に

なった形で専門家と共同で設計を進めていく必要があると考えま

すが、そのような体制を構築する考えはあるのか教育長に問いま

す。 

 

(7) 子どもの学びは確実に変わりつつあり、従来の一斉授業中心か

ら、多様な学びや個に応じた教育へと転換が進んでいます。しか

し、その変化が十分に共有されないまま施設整備が進めば、「思っ

ていた学校と違う」といった戸惑いが、保護者や地域に生じる可

能性もあるのではないかと懸念しております。新中学校整備は単

なるハード整備ではなく、教育の中身そのものを体現するものと

考えますが、その前提となる教育の方向性について、どのように

保護者や地域の理解を得ていくのかが極めて重要だと考えます。

本市として、子どもの学びの転換についてどのように周知し、理 

 

教育長 
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９ 

 

解を促していくのか、またそれを新中学校整備とどのように一体

的に進めていくのか、具体的な考えについて教育長に問います。 

 

(8) 新中学校整備においては、子ども一人ひとりの特性に応じた個

別最適な学びを支える環境整備が不可欠であると考えます。子ど

もの個別最適な学びへの転換を進める上では、教員一人ひとりが

新たな教育の在り方を理解し、日々の授業や指導に具体的に落と

し込んでいくことが重要であります。そのためには、先進事例の

調査研究や専門家を招いた研修会、さらには実践的な勉強会の継

続的な実施が不可欠であると考えますが、これまでにどのような

取り組みを行ってきたのか、また今後どのような形で充実させて

いくのか、教育長の見解を問います。 

 

(9) 新中学校整備にあたり、保護者や地域住民の代表者による会議

を開催すること自体に意義はありますが、意見が出ない会議であ

れば形式的なものにとどまり、その効果は限定的であると考えま

す。特に、専門的知識が求められる内容について、予備知識のな

いまま参加した場合、何を議論すべきか分からず発言できないの

は当然であります。さらに、時間的制約や負担感、発言しづらい

雰囲気などが重なれば、十分な議論が行われないまま終わってし

まう可能性も否定できません。こうした状況を踏まえ、会議の主

催者としてどのように議論の質を確保し、参加者が意見を述べや

すい環境を整備していくのか、具体的な工夫や方策について市長

及び教育長に問います。 

 

 

 

 

教育長 
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９ 

 

(10) 新中学校整備を真に意義あるものとするためには、教育委員会

のみの取り組みにとどめるのではなく、市全体として方向性を共

有し、部局横断的に推進していく体制が不可欠であると考えます。

特に、個別最適な学びや多様な学びへの対応、地域との連携など

は、福祉や子育て、まちづくり政策とも密接に関わるものであり

ます。しかしながら、現状においては、それぞれの部局が個別に

取り組むにとどまり、一体的な推進体制が十分に構築されている

とは言い難いのではないかと懸念しております。こうした中で、

市長として本事業をどのように全庁的な課題として位置付け、各

部局をどのように統括しながら推進していくのか、その体制と具

体的な関わり方について問います。 

 

(11) 新中学校整備は本市にとって大きな財政負担を伴う事業であ

る一方で、その内容次第では将来の教育の質を大きく左右する重

要な投資です。限られた財源の中でどのような優先順位を設定し、

どこまで踏み込んだ整備を行うのかは、市長の判断が極めて重要

な役割を果たすものと考えます。特に、多様な学びに対応する空

間整備や人的体制の充実などについては、従来の枠にとらわれな

い判断が求められますが、そうした点をどのような基準で判断し、

意思決定していくのか市長に問います。 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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１．人材から人財、人在へ 

  国は、地方分権推進の要である職員の人材育成を進めるため、令和

５年 12 月「人材育成・確保基本方針策定指針」を策定しました。 

新たな指針は、①人材育成、②人材確保、③職場環境の整備、④デ

ジタル人材の育成・確保を明示しています。 

本市においては、平成 28年２月に「角田市職員人材育成基本方針」

を策定し、人材育成に努め、さらに「第７次角田市定員適正化計画」

により「少子高齢化」、「人口減少」、「多様化・複雑化する行政課題」

に対応してきました。 

さて、本市のような小規模自治体においては、地域に密着した「オ

ールマイティーのマルチ職員」が求められると思い、「角田市職員人

材育成基本方針」と「第７次角田市定員適正化計画」について、次の

質問をします。 

(1) 「角田市職員人材育成基本方針」６ページ「１ 新しい時代に求

められる職員像 (1) 市民が主役であるとの認識を持ち、協働で

まちづくりを推進する職員～市民感覚・市民協働～」とのことです

が、納税者で行政サービスを受ける市民の立場からすると、行政執

行の主役は市長を含む職員であるとの認識があると思います。市

長の見解を問います。 

 

(2) 同じく７ページ「(2) コスト意識を持ち、効率的に仕事に取り

組む職員～経営感覚・先見性～」とのことですが、コスト意識、

効率性は当然としても、「経営感覚」と言う文言は自治体運営とし

てふさわしいか、評価が分かれるところです。市長の見解を問い 
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市 長 
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  ます。  

 

(3) 同じく７ページ「(3) 政策形成能力と職務に対する専門知識を

併せ持つ職員～プロフェッショナル～」とのことですが、現実に

は、地域の課題などは、市民、行政区長、議員が把握し、要望、陳

情しており、まずそこから解決したらと思います。市長の見解を

問います。 

 

(4) 同じく７ページ「(4) 時代の変化に適応し創造性豊かで行動力

と責任感に満ちた職員～チャレンジ精神・アカウンタビリティ～」

とのことで、市民に対して責任を持って説明することができる職

員が求められるとのことですが、見解を問います。 

 

(5) 同じく 23 ページ「３ 人材育成の観点を踏まえた人事戦略」の

「③ 能力や実績を評価し、成果を処遇に的確に反映する仕組み

づくり」、27 ページ「③ 人事評価制度の確立」で、「透明性が高

く公平・公正な人事評価制度を確立していく必要があります。」と

のことですが、見解を問います。 

 

(6) 第７次角田市定員適正化計画 23 ページ「６．定員適正化計画」

の「(1) 基本的な考え方」で「一般行政（事務）職の採用も覚束

なくなる時期が来ると想定しなければなりません。従って、早い

段階でそれを意識した事務事業遂行の手法や執行体制を検討して

いく必要があります。」とのことですが、見解を問います。 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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(7) 同じく 27・28 ページ「役職定年職員」で、「例えば、各部・課間

等の調整・連携を担う『調整監』、重点施策等の推進を図る『推進

監』及び専門的分野を担う『専門監』の職を準備して、対象者の能

力等に即した事務を担任させることも一つのあり様です。」とのこ

とですが、見解を問います。 

 

(8) 同じく 28 ページ「(6) 目標実現に当たり考慮すべき事項等」

の「②高齢職員の適正配置」で「組織全体においてより良い配置と

業務分担に工夫が必要です。」とのことですが、見解を問います。 

 

(9) 同じく 31 ページ「④ 多様な任用勤務形態の活用等」の「（エ）

働き方改革の推進」で「テレワーク、時差出勤制やフレックスタイ

ム制などのほか、週休３日制の導入の検討を進めます。」とのこと

ですが、現在試行しているフレックスタイム制の実施状況を問い

ます。 

 

(10) 同じく 33 ページ、職員数表の中、令和 13年度は正規職員 324

人、会計年度任用職員 250 人、計 574 人で毎年増えていくと推計

していますが、人口は２万２千人に減少すると推計されており、な

ぜ行政サービスが増え職員が必要になるか、それこそ市民へのア

カウンタビリティ（説明責任）が求められています。見解を問いま

す。 

 

(11) 最後の一問ですが、今年の正規職員の採用人数は、19 人とお聞 

 

市 長 
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  きしていますが、そのうち本市在住の人数を問います。 

 

２．リトルベビー（低出生体重児）について 

  「リトルベビー（低出生体重児）」と言う言葉は、あまり耳なじみ

がなく、いわゆる「未熟児」と言う言葉が一般的には知られていると

思います。 

  以前は 2,500ｇ未満で生まれてきた赤ちゃんをすべて「未熟児」と

呼んでいましたが、小柄でも体の機能が未熟でない赤ちゃんや 2,500

ｇ以上でも体の機能が未熟な赤ちゃんがいることから、「未熟児」は

現代の医学では使わなくなった用語です。 

  さて、国や県、市町村では、いわゆる「未熟児」へのサポート、支

援策として、①高額療養費制度、②乳幼児医療制度（子ども医療費助

成制度）、③養育医療給付（未熟児養育費）、④未熟児訪問指導などを

実施していますが、本市の現状について、次の質問をします。 

 (1) 本市におけるリトルベビー（低出生体重児）の過去５年間の人数

を問います。 

 

 (2) 宮城県は、母子手帳とは別に「みやぎリトルベビーハンドブッ

ク」を令和４年度に作製しましたが、このハンドブックについて、

市長は把握しているのか問います。 

 

 (3) ＮＰＯ法人ひまわりの会理事、板東あけみ氏が、未解決の課題と

して、①ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）入院中の医療費以外の経費

が高額（小さな紙おむつ、冷凍母乳パック、電動搾乳機など）、② 
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病院から自宅が遠隔地の場合、面会交通費、③病院近くの宿泊場所

の不足、④病児保育園の不足、⑤看護師のいる保育園の不足などを

挙げていますが、本市で対応している支援策があるかどうか、さら

に今後支援実施を検討しているのか、問います。 
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１．物価高騰対策について 

  ここ数年物価高騰が続いており、本年の米国のイラン攻撃によっ

てさらにその勢いを増していることは周知のとおりであります。こ

のことは、市民生活に大きな影響を与えているものと考えておりま

す。物価高騰対策については、ここ数年さまざまな施策を講じてきて

いるところですが、令和８年度においても何らかの施策を講じるべ

きかと思いますが、市長の考えを問います。 

   

２．高齢者世帯への防犯カメラ設置費用の助成について 

  近年、個人宅を狙った、窃盗・殺人の報道を耳にすることが多くな

ったように感じております。事件の内容も動機が非常に軽薄であり、

残虐なケースも多くあります。残念ながら見知らぬ人の来訪には警

戒せざるを得ない昨今です。常には、警察署・駐在所はもちろん、防

犯協会の皆さん方に啓蒙活動などしていただいているところでござ

いますが、人口減少、過疎化などで住民同士の連携が希薄になってき

ていることも不安要因であります。そのようなことから、各家庭で防

犯カメラを設置するケースが増えているようです。角田市でも防犯

カメラの設置を推奨するとともに購入資金の助成制度をご検討いた

だきたいと思いますが、市長の見解を問います。 

 

３．国道 349号の管理・改修について  

国道 349 号は、角田の町中に入る主要道の一つになっております。

県管理の国道ですが、特に、西小坂から桜地区にかけて除草等の管理

が不十分であり、角田市のイメージを大きく損ねていると感じてお 

 

 

市 長 
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ります。改善を求める必要があると考え次の質問を行います。 

(1) 国道 349 号の除草について、適時適切に行っていただくよう市

長から県に対し強く要望いただきたいと思いますが、市長の見解

を問います。 

 

(2) ホーチキ前の信号機から桜地区の間にある角田に向かって左側

にある花壇について、以前は、地元の皆さんによって花を植えるな

どで管理されておりましたが、近年は関係者の高齢化により撤退、

荒れ放題となっております。これも適時適切に管理いただくよう

強く要望していただきたいと思いますが、市長の見解を問います。 

 

(3) 令和８年４月１日から自転車に対する「交通反則通告制度（青切

符）」が導入され、自転車には車道を走ることが求められるなど、

自転車に対する交通規制が厳格になってきております。現在の国

道 349 号においては、自転車、自動車が安全に走行できるか心配さ

れます。拡幅等の改修工事を要望していただきたいと思いますが、

市長の見解を問います。 

 

 

 

市 長 
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１．中山間地域等における営農型太陽光発電の導入可能性と地域農業

への影響について 

  本市の中山間地域等では、高齢化や担い手不足が急激に進み、農地

の維持管理が年々難しくなっています。さらにイノシシなどの鳥獣

被害が増加し、電気柵などの対策を講じても作付けが困難な状況に

あります。特に西根地区を例に取れば、１区、４区、５区、６区、11

区、12 区の山間地で耕作放棄地が増加し、雑草に加え柳などが繁茂

し山林化しており、農地への復元も難しい状況になってきておりま

す。 

  一方で、農林水産省は太陽光パネルの下で営農を続けることを前

提とした営農型太陽光発電について、農地法の一時転用許可のもと

で認める仕組みを整えています。営農の継続を重視する方向で、基準

の見直しも進めているところです。 

  本市では、角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との

調和に関する条例を定め、農用地区域では太陽光発電設備の設置を

抑制しつつも、営農型太陽光発電は例外として位置付けています。こ

うした国と市の動きを踏まえ、中山間地域等の農業を守りながら、営

農型太陽光発電をどのように活用し得るのか。一方で、どのようなリ

スクや課題があるのか。その可能性と条件について質問をします。 

(1) 中山間地域等（主に小田地区、西根地区）の現状について、中山

間地域等の人口動態、農家戸数、経営耕地面積、耕作放棄地の状況

について、市としてどのように把握しているのか、あわせて、今後

10 年間を見通した場合の主な課題について認識を問います。 
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(2) 営農型太陽光発電に関する国の制度と、本市の認識について、

営農型太陽光発電は、太陽光パネルの下で営農を続けることを前

提に、農地法の一時転用許可を受けて導入する仕組みとされてい

ます。国は、営農を継続すること、作物の収量を一定程度確保す

ること、毎年の営農実績を報告するなどを求めています。こうし

た国の制度やガイドラインの内容について、本市はどのように把

握し、どのような認識を持っているのか問います。 

 

(3) 本市の条例や農地制度を踏まえた導入可能性について、角田市

自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

が制定されていますが、営農型太陽光発電については、農用地区

域内でも一定の条件のもとで導入を認める趣旨と理解してよいの

か、市としての考えを問います。 

 

(4) 中山間地域等の耕作放棄地や荒廃農地を対象に、営農型太陽光

発電のモデル地区や試行的な取り組みを設定する考えがあるかど

うか、検討状況と今後の方向性を問います。 

 

(5) 営農型太陽光発電導入にあたり、発電事業者だけでなく、地元

農業者、集落、農業振興公社、金融機関、専門家などが参画する、

官民連携の枠組み（協議会など）を構築する考えはあるか問いま

す。 

 

(6) 中山間地域等でのモデル的な取り組みと、若手・新規就農者支 

 

農業委員会 

会 長 

 

 

 

 

 

 

農業委員会 
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援の活用について、全国では、中山間地域等で営農型太陽光発電

に取り組み、農業と発電の二つの収入を組み合わせて、農地の維

持や雇用の場づくりにつなげている事例が出てきています。市と

して、こうした中山間地域等での営農型太陽光発電の事例をどの

ように把握し、その意義をどのように見ているのか問います。 

 

(7) これまで６項目の質問をしましたが、特に中山間地域等の耕作

放棄地の問題は、そこに住む住民にとっては死活問題だと思いま

す。地元の住民は高齢化や後継者がいないなど、これ以上になす

すべはないのが現実だと思います。誰一人取り残さない社会の実

現のためにも、国や県の助成制度を最大限に活用しながら、さら

に角田市独自の手厚い支援策を構築し、中山間地域等への支援に

ついて、市としての意気込みを問います。 
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１．「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の分配について 

昨年 11 月、国より「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」

（以下、「重点支援地方交付金」という。）に関する実施要綱が公布さ

れました。これは高市総理が物価高騰で苦しんでいる国民を迅速に

救うため実施されたもので、12 月角田市には３億 2,509 万円の交付

金が入金されて、市民 1 人あたり 5,000 円の「（物価高騰対策生活応

援）商品券」（100分の 100）が配布されました。食料品や燃料が高騰

している中、国の迅速な対応はありがたいです。しかし、隣の丸森町

では１人１万円の商品券が配布され、また宮城県内の他市町村でも

１万円～２万円の商品券に加え水道料２カ月減免などの支援があっ

たところもありました。そのため「なぜ本市は 5,000 円の商品券に留

まってしまったのか。」と市民から疑問が多く寄せられております。

市長も市民から同じような声をお聞きになったことと思います。今

回の交付金は全国同じ割合で配られその配分が自治体に任されてい

るため、首長の政策的考えが表れると言われています。目的に従って

分配し、さらにできるだけ多くの方々が笑顔になってほしいという

観点から、次の質問をいたします。 

(1)「１人 5,000 円の商品券」について 

本市は物価高騰対策に１人 5,000 円の商品券を配布しておりま

すが、どのようなお考えでこの金額になったのか、また商品券支給

事業予算１億 4,478万８千円中、2,741 万１千円を一般財源から補

てんしている理由を問います（資料１～５）。 

 

 (2) 「非課税世帯に１世帯 30,000 円」について 
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   本市は非課税世帯の支援に１世帯 30,000円を国の交付金で支給

いたしました。同時期に宮城県の施策に「生活困窮者世帯向け物価

高騰対策支援事業」に補助上限１世帯当たり 8,000 円、補助率２分

の１、および事務費補助上限 1,000 万円、補助率２分の１が交付さ

れておりますが、県補助金を利用しなかった理由を問います（資料

６・７）。 

 

 (3) 「コスト削減の実施」について 

「重点支援地方交付金」の活用にあたっては、「迅速かつ効率的

効果的な実施の観点から、生活者からの申請をまたずに給付をお

こなうプッシュ型支援をはじめ、「速やかな支援」や「事業コスト

の削減」の実施を図る。」とあります。本市の重点支援地方交付金

に係る経費の内訳を問います。 

 

 (4) 「速やかな支援」について 

令和７年 11 月に決定した交付金でしたが、実際、年が明けた４

月に商品券配布がありました。もともとこの物価高騰対策助成金

配布の理由は、国民が１月～３月の暖房燃料などに利用できるよ

うに国が急ぎ臨時で補助したものです。本市では時間がかかった

理由を問います。 

 

 (5) 「今後の交付金配布」について 

交付金を本市の裁量で分配する場合、今回の経験を踏まえて割

合や分配先の選別、経費の使用について良いと考えているのか、あ 
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るいは修正が必要だとお考えなのかを問います。 

 

２．「400年を共に歩んだ歴史：石川家と角田市の今後」について 

石川昭光公が 1598 年にこの地に領地をひらいて 400 年余り、戦国

時代末から江戸、明治、大正、昭和と石川家は歴史の荒波にもまれな

がら角田市を開拓し発展させて参りました。石川昭光公は伊達政宗

公の叔父として一門筆頭であり、伊達政宗公の次女牟宇姫が角田に

お輿入れをしています。現在、角田市ではその「牟宇姫」や牟宇姫の

ＰＲキャラクターである「おふで」を角田市のシンボルキャラクター

としてパンフレットに掲載しており、春には「かくだ牟宇姫ひなまつ

り」、夏には「かくだ牟宇姫夏まつり」を開催し、「牟宇姫神社」を設

置してお参りをしております。また、「牟宇姫のお酒やお菓子」など

も販売しており、角田市の賑わいに一役かっています。「古（いにし

え）から今日まで、私たちは石川公の恩恵と共にある」といっても過

言ではありません。先日、市民数人と角田市の無料ガイドをお願い

し、石川公および関係者のお墓（廟所）、長泉寺や臥牛門に伺いまし

た。そこで石川公の廟所の管理や、消えかかった案内板の作成、そし

て草取りなどの環境整備が目につき参加者の間で、「現在の管理はど

うなっているのだろうか」と話題になりました。また角田市は、「牟

宇姫」（名称および画像）を使っている観光イベントや物品は商標登

録をしているのだろうかと、改めて疑問を持ちました。そこで次の質

問をいたします。 

(1) 「商標登録、他」について 

石川公および牟宇姫やおふでに関する商標（役務を含む）登録や 
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そのほかの登録の状況とその経費を問います。 

 

(2) 「史跡管理」について 

 石川家の廟所（墓）、他の史跡の管理について問います。 

 

 (3) 「関係者間の連絡」について 

角田市と石川公の子孫や菩提寺である長泉寺、幡守会とのつな

がりについて問います。 

 

(4) 「ふるさと教育」について 

自分の生まれた土地の歴史を知ることは「ふるさとを愛する心」

を醸成します。石川公の足跡を辿り石川公の功績を知る「ふるさ

と教育」を、学校ではどのように教えているのかを市長・教育長

に問います。 

 

(5) 「姉妹都市との今後」について 

石川昭光公が角田に築城する以前に統治していた福島県石川町

や、石川家家臣団（石川邦光公が先発隊・泉麟太郎氏が中心）で

開拓した北海道栗山町とのイベントの意義や、今後の展望を市長

に問います。 

 

３．本物の「宇宙の街かくだ」へ飛び立つために 

昨年２月定例会より３回に渡り、「宇宙と角田市の未来について」

などと題して、角田市の宇宙への取り組みについて一般質問をさせ 
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ていただいております。例えば、市長の宇宙関連事業へのやる気度

や、ただ１つの宇宙関連施設である「スペースタワー・コスモハウ

ス」の運営、指定管理の是非について、またＪＡＸＡ連携の「日本

宇宙少年団」事務局をコスモハウスに置くことについて、他の質問

をして中には答弁をいただいたものもありますし、返答待ちのもの

もあります。しかし、この１年角田市の宇宙環境も大きく変わりま

した。今年７月にＪＡＸＡに「官民共創推進系開発センター」が開

設することに先立ち、国の「地方創生伴走支援制度」の支援対象団

の支援対象団体に角田市が加わり地方創生支援官の助言・支援のも

とに宇宙事業の取り組みが始まろうとしています。また子どもたち

が大好きなキャラクターのイベント「ポケモン天文台」がこの夏、

「かくだ田園ホール」にやってくることも一つです。そして「日本

宇宙少年団かくだコスモ分団」も実績を積み上げ、ぐんと成長をい

たしました。そこで、新たに次の質問をいたします。 

(1) 「宇宙企業誘致」について 

南相馬市に輸送系の宇宙ベンチャーが集積していますが、その

大きな要因は、企業の不慣れな相談に親身になってサポートした

ことが、多くのベンチャー企業を呼び込む結果となったと聞いて

おります。角田市で同じようなチャンスがあった場合に、宇宙に

対して積極的に動けるような体制を取っていただけるのでしょう

か。例えば、横通しの「宇宙推進室」を作って、「角田市の宇宙に

関する出来事はここに聞けばすぐわかる」というような組織がで

きないでしょうか。これは既存の課などの組織を横通しにするも

のなので定員を増やさなくても対応できると思いますが、市長の 
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  所見を問います。 

 

(2) 「宇宙教育」について 

子どもたちの宇宙教育と、宇宙に関する見学者を増やすために、

コスモハウスをもっと魅力的にするという考えはないでしょう

か。その一つの手段として、コスモハウスの運営を現在の公益財

団法人角田市地域振興公社の一部としてではなく独立した契約と

して、自由度を持って活動できるようにできないでしょうか。物

品の販売売り上げも近年増加していると聞いているので、宇宙関

連の仕事をしている職員の方々の努力に報いるという立場からも

可能ではないかと考えますが、市長の所見を問います。 

 

 (3) 「ふるさと納税」と「企業版ふるさと納税」の日本宇宙少年団

枠について 

角田市では、ＪＡＸＡの見学コースがふるさと納税の商品とな

っています。こんな点からも、ふるさと納税と企業版ふるさと納

税の一部を「日本宇宙少年団 かくだコスモ分団」の活動費や宇

宙に関する啓蒙活動に使用することは、何ら問題はないはずです。

関係方面（内閣府地方創生推進事業局を含む）に問い合わせても、

問題があるとの回答は一つももらっていません。角田市がなぜ、

それができないのか。できない理由を明らかにしてほしいです。

市長の所見を問います。 
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